
お知らせワイド

お知らせワイド  マイナンバーカードに関するお知らせ  
マイナポイント事業が
令和３年９月まで延長

　令和３年３月末までにマイナンバー
カードの交付申請を行った人は、令和３
年９月末までにマイナポイントの申し込
みとキャッシュレス決済サービスをご利
用いただくことで、マイナポイントを取
得できます。

 マイナポイントとは？ 
　マイナンバーカードを利用してマイナ
ポイントの申し込みをした人を対象に、
民間キャッシュレス決済サービスでの
チャージまたは買い物に応じて、１人あ
たり最大5,000円分を付与する制度です。

健康保険証として利用できるようになります！
　令和３年３月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるよう
になります（現在の健康保険証も引き続き利用できます）。

 どんないいことが？ 
● 就職や転職、引っ越しをしても、保険証の切り替えを待たずにカードで受診で
きます。　※保険者への加入の届け出は引き続き必要

● 初めての医療機関などでも、今までに使った薬や特定健診の情報が医師等と
共有できます。　※利用者の同意が必要

● 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払い
が免除されます。

● マイナポータル（政府運営のオンラインサービス）で、自身の特定健診、薬剤、
医療費の情報を確認できます。　※薬剤、医療費は10月からの予定

● 令和３年分の所得税の確定申告から、マイナポータルを利用して、医療費控除
の自動入力ができるようになります。

 利用には事前登録が必要です 
　事前登録の手続きは、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたは
パソコンとICカードリーダーを使用して、「マイナポータル」へアクセスし、「健
康保険証利用の申込」から申し込んでください。
※ カード読み取り後に、マイナンバーカード交付時に設定した数字４桁の暗証
番号の入力が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくは、
総務省・厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナポイントについて
詳しくは、総務省ホーム
ページをご覧ください。

問合先
市民課戸籍住民グループ（☎84－5003）

問合先

 感染拡大防止のために 
 一人ひとりの理解と行動を 

　新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大しています。政府は、１月７日に東京都など４都県に、１月13日に大阪府な
ど７府県に「緊急事態宣言」を、また三重県は、１月14日に「緊急警戒宣言」を発出しました。ご自身やご家族など大切な人を
守るために、今一度、徹底した感染防止対策をお願いします。

感染拡大を防ごう！
 移動自粛の徹底 
生活の維持に必要な場合を除き、可能な限り県境を越える移動を控えてください。

 感染防止対策の徹底 
大人数や長時間に及ぶ飲食といった場面は、親族間であっても参加を避けてください。

 偏見や差別の根絶 
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別につながるひぼう中傷やデマの拡散
などの人権侵害は、絶対に行わないでください。
※最新情報は市ホームページでご確認ください。

３つの密（密閉・密集・密接）を
避けましょう

●他の人と十分な距離を取る
●こまめに換気をする
●屋外でも密集する運動は避ける
●会話をするときはマスクを着ける
●飲食店でも距離を取る

 寒い環境でも換気をしましょう 
寒く乾燥した冬は、ウイルスの動きが活発になり、ヒトの免疫機能は低下するため、さまざまな感染症が
広がりやすくなります。上手に換気して、密閉空間を避けましょう。
●換気扇などで常時換気を行う（換気扇がない場合は、常時窓を少し開ける。室温は18℃以上を目安に）
●飲食店等で可能な場合は、CO2センサーを設置し、二酸化炭素濃度をモニターして1000ppm以下を維持する
●加湿器の使用や洗濯物の室内干し、こまめな拭き掃除などにより、適度に加湿する（湿度40％以上を目安に）
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